
 
Japan Sepsis Treatment and Diagnosis Study Group 会則 

 
 

第 1章 総則 
第 1条（名称） 
本会は日本敗血症診断・治療研究会（Japan Sepsis Treatment and Diagnosis Study Group）
と称する。略称を J-STAD（ジェイスタッド）とする。 
 
第 2条（事務局） 
本会の事務局は、福岡大学医学部救命救急医学講座（福岡県福岡市城南区七隈七丁目 45-1）
に置く。 
（１）事務局は、会員名簿の整理等、集会の運営に必要な諸事務をおこなう。 
（２）事務局は、株式会社コンパス（東京都文京区本郷 3-35-4 不二光学ビル３階）と契約

し実務運営をおこなう。 
 

第 2章 目的及び運営 
第 3条（目的） 
本会は、クリティカルケア領域における敗血症診断、治療のレベル向上を目的とした若手医
師の育成と参加者のディスカッションを通じて、救急・集中治療領域における臨床研究医を
支援するとともに、敗血症領域の研究、臨床の発展を目指すことを目的とする。 
 
第 4条（運営） 
本会は第 3 条の目的を達成するために次の運営を行う。 
（１） 集会の開催 
（２） 国内関係学会との交流並びに国際交流 
（３） その他本会発展のために必要な運営 
 

第 3章 会員 
第 5条（構成・会員） 
本会の会員は次の通りとする。 
（１） 正会員：本会の趣旨に賛同する医師および研究者     
（２）賛助会員：本会を賛助するために入会した個人または団体 
 
２．本会に入会を希望する者は、事務局にその旨を届け出るものとし、事務局がこれを承認
した者を会員とする。 



 
３. 団体又は前項に該当しない個人にあっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員と
なることができる。 
 
４．会員又は賛助会員は次の理由によってその資格を喪失する。 
（１）退会の希望を事務局に申し出たとき。 
（２）第 8 条に定める幹事会の議により認められたとき。 
（３）会費を滞納したとき。 
 
５. 年会費 本会の年会費は次のとおりとする 
（１）正 会 員：1,000円  
（２）幹 事：5,000円 
（３）賛助会員：100,000 円 
 
第 6条（会員の任務） 
会員は、本会の運営に協力するものとする。 
 

第 4章 幹事および幹事会 
第 7条（幹事） 
本会に次の幹事をおく。 
 代表幹事 1 名 
 幹事  12名程度 
    監査       1名 
２．代表幹事は幹事の互選によって選出される。 
３．幹事の任期は期限を設定し、再任を妨げない。 
４．幹事は会員の中から第 8条に定める幹事会にて選出され、人数は適宜増減する。 
 
第 8条（幹事会） 
幹事会は、次の号にしたがって開催する。 
（１）幹事は幹事会を組織し、共催企業とともに本会の会務、企画に関する実務を分担する
とともに、次回の集会の内容などの重要事項を合議する。 
（２）代表幹事は幹事会を代表して会議を統括し、必要な会議を適宜招集する。 
（３）代表幹事に職務を遂行できない事由が発生したときは、幹事会の互選にて選出された
幹事が職務を代行する。 
（４）幹事会の議事録は事務局が保管する。 
（５）集会の運営は、株式会社コンパスが分担して行う。 



 
第 5章 集会 

第 9条（集会） 
集会は、次の号にしたがって開催する。 
（１）年 1 回開催する。 
（２）集会は当番幹事が主催する。当番幹事は毎回、幹事会で承認を得て代表幹事が決定す
ることとする。 
（３）集会の運営は、株式会社コンパスが分担して行う。 
 

第６章 旅費 
 
第 10 条（旅費） 
旅費は、幹事会、研究会、カンファレンス、セミナー開催時に、役割者に対して宿泊・交通
費を旅費規程に従い支給することが出来る。 
 

第７章 補則 
第 11 条（経費） 
本会への参加者には、本会の目的（第 3 条）に賛同いただき、参加費を徴収する 

 
第 12 条（運営報告および運営計画） 
事務局は、毎年 4月 1日から翌年 3 月 31 日までの本会の運営報告及び次年度の運営計画を
作成し会員の承認を受ける。 
 
第 13 条（本会の見直し） 
本会の存続、見直しについては、当初 3 回の集会は開催することとし、その間に見直すこと
とする。 
 
第 14 条（会則の変更） 
会則の変更は幹事会で議論され、会員の承認を受ける。 
 
第 15 条（分科会の開催） 
本会の分科会を開催する場合は、幹事会の承認を得て幹事が主催するものとする。 
 
第 16 条（監査） 
監査は、運営内容に関して随時これをすることができる。 
 



付則 
（１） 本会則は 2021 年 10 月 1日から施行する。 
（２） 本会は個人情報保護に関する法規定に従い、個人情報を取り扱うこととする。 
 

2023年 2 月 15 日一部改訂 
 


